
　一定の要件
を満たす民間戸
建住宅等の所
有者に対し、耐
震診断・耐震改
修に要する費用
の一部を補助します。補助要件・内容
等詳しくはお問い合わせください。

都市整備局耐震・密集市街地整
備受付窓口   
6882-7053　 6882-0877
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　事前にご登録いただいたクレジット
カードにより、毎月の水道料金等をお
支払いいただけるようになりました。
現在、申込受付中です。

水道局お客さまセンター
6458-1132　 6458-2100
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　警察官・弁護士・暴力追放推進セン
ター職員が、面談・電話で暴力団に関
する相談に応じます。相談電話番号
6365-8930 5/15（木）10：00～

16：00　 大阪弁護士会館
市民局地域安全担当
6208-7317　 6202-7073

　6/2から、各市税事務所で行ってい
る固定資産税（償却資産）の事務を船
場法人市税事務所に統合します。
財政局固定資産税（償却資産）グループ
6208-7768　 6202-6953
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　大阪市信用保証協会と大阪府中小
企業信用保証協会は、5/19（予定）に
合併し、『大阪信用保証協会』として営
業を開始します。なお、府･市保証協会
をご利用中の方々におかれましては、
本合併に伴う変更手続きは必要ありま
せん。
経済戦略局金融課
6264-9844　 6262-1487
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　昨年11月の法改正により、昭和56
年以前に建てられた、学校、病院、百貨
店等の不特定多数の方が利用する大
規模な建築物及び、地方公共団体が指
定する緊急輸送道路等沿道の建築物
等について耐震診断が義務化されまし
た。対象建築物の所有者は、平成27年
12月末（地方公共団体が指定する緊急
輸送道路等沿道の建築物については
地方公共団体が指定する期限）までに

所管行政庁に耐震診断結果を報告す
る必要があります。なお、耐震診断が義
務付けられた建築物のうち、学校、幼
稚園、保育所、病院、福祉施設等及び危
険物の貯蔵場・処理場の用途に供する
建築物について、耐震診断に要する費
用の一部を補助します。（その他の用途
についても国の直接補助があります）
都市整備局耐震・密集市街地整備

受付窓口
6882-7053　 6882-0877
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【新設】①（仮称）ドラッグコスモス高見
店（此花区）　②（仮称）ドラッグコスモ
ス平野長吉店（平野区）
縦覧と意見書の受け付け：7/14（月）

まで 経済戦略局地域産業課また
は①此花区役所市民協働課　②平野
区役所まちづくり協働課
経済戦略局地域産業課
6615-3784　 6614-0190
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　市税の滞納により差し押さえた不動
産等の合同公売。
5/13（火）　
あべの市税事務所
財政局収税課
6208-7781　
6202-6953

水道料金等のクレジットカード
決済（継続払い）を6月から
ご利用いただけます

住まいの耐震化を応援します

民事介入暴力特別相談所を
開設します

固定資産税（償却資産）の事務を
船場法人市税事務所に統合します

大阪市信用保証協会と大阪府中小
企業信用保証協会が合併します

大規模な建築物等の耐震診断が
義務化されています

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

●ひとり親家庭サポーターによる相談
　ひとり親家庭及び寡婦の方に、就職や自立に
関する相談窓口を各区役所で開設しています
（週2回）。また、離婚前相談も行っています。な
お、来所できない方は、訪問による相談が可能
です。

●ひとり親家庭等日常生活支援事業
　ひとり親家庭及び寡婦の方が、技能習得のため
の通学や就職活動、疾病・残業等で一時的に保育
や家事・介護を必要とする場合、家庭生活支援員
による生活援助・子育て支援を行います。ご利用
にあたっては、お住まいの区の保健福祉センター
にて登録が必要です。

　育児を応援するWebサイト「すくすく」の冊子版を発行します。5月中旬から母子健康手帳
交付時に配布するほか、希望される場合は各区の保健福祉センターや各区子ども・子育てプ
ラザでお渡しします。
こども青少年局管理課　 ６２０８‐８１１１ ６２０２‐６９６３

ひとり親家庭に対する支援を拡充します

あなたの子育て応援します！あなたの子育て応援します！

子育て最新WEBガイド「すくすく」を発行します

こども青少年局こども家庭課 ６２０８‐８０３４　 ６２０２‐６９６３

児童虐待の通告・相談は、24時間365日対応の「児童虐待ホットライン 0120-01-7285（まずは一報 なにわっ子）」にお電話ください。

合同公売を実施します
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